
JP 4528646 B2 2010.8.18

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ボールが転がるとともに当該ボールを回収するための回収孔を有する抽選盤と、
　この抽選盤にボールを投入するためのボール投入手段と、
　上記抽選盤上において鉛直軸周りに回転するとともに、上記ボールを側方から受け入れ
て保持可能な複数の凹部を有する回転板と、
　上記回転板における各凹部の回転位置を検知する回転位置検知手段と、
　上記回収孔に上記ボールが落下したことを検知するボール落下検知手段と、
　を備え、かつ、
　上記回収孔は、上記回転板の回転に伴い上記複数の凹部が移動する円軌道上の一箇所に
あって、上記ボールを保持した凹部が同一箇所にあるときに当該ボールが落下するように
設けられており、
　上記回収孔に上記ボールが落下したことを検知した時点で、上記各凹部について検知し
た回転位置に基づき、当該回収孔と同一箇所にある凹部を特定する凹部特定手段を備えて
いる、抽選装置であって、
　所定のゲームの結果に基づいて、上記複数の凹部のうち、入賞穴とする凹部の数と位置
とを決定する入賞穴決定手段と、決定した入賞穴を光により知らせる入賞穴報知手段とを
さらに備えることを特徴とする、抽選装置。
【請求項２】
　上記回転位置検知手段には、上記回転板と一体になって回転するとともに、上記各凹部



(2) JP 4528646 B2 2010.8.18

10

20

30

40

50

に対応した複数の検知部分を有する第１回転子と、上記各凹部が上記回収孔と重なるごと
に上記第１回転子の各検知部分を検知する第１センサと、上記回転板と一体になって回転
するとともに、上記複数の凹部のうちの基準となる１つのものに対応した検知部分を有す
る第２回転子と、上記基準となる凹部が上記回収孔と重なるごとに上記第２回転子の検知
部分を検知する第２センサとが含まれている、請求項１に記載の抽選装置。
【請求項３】
　上記回収孔に上記ボールが落下したことを検知した時、上記回転板が回転停止するよう
に構成されている、請求項１または２に記載の抽選装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は、たとえば景品獲得ゲーム機に備えられる抽選装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の抽選装置としては、たとえば特許文献１に開示されたものがある。この特許文
献１に開示された抽選装置は、メダルゲーム機に備えられたものであり、メダル落下溝に
落ちた抽選用のボールを上方に搬送するとともに、そのボールをボール受台内に投入し、
このボール受台内に設けた複数の収容空間のうち、入賞穴となる一つの収容空間（特別収
容空間）にボールが入るか否かによって物理的な抽選を行うものである。複数の収容空間
は、抽選チャッカーの周部に形成されており、はずれ穴となる収容空間が半円状であり、
入賞穴の収容空間が回転中心まで延びた長穴状となっている。はずれ穴の収容空間に入っ
たボールは、抽選チャッカーにより回転搬送され、これら収容空間の移動経路上にあるボ
ール回収口に当該ボールが落下して回収される。一方、入賞穴の収容空間に入ったボール
は、その状態がセンサにより検出された後、ボール回収口に落下することなく、さらに別
の抽選装置へと搬送されるようになっている。
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－２１０２２１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来の抽選装置では、はずれ穴や入賞穴の収容空間が物理的に固定
されてしまっているため、入賞の確率を変更することができず、たとえば入賞穴の数を１
から２に変更するなどして入賞の確率を高めるといったことができない。すなわち、どの
収容空間にボールが入ったかをセンサが設けられている収容空間以外では特定できないの
で、入賞の確率を変更できるようにするには、全ての収容空間にセンサを設けるなどして
複雑な構成を採用せざるを得ない難点があった。
【０００５】
　本願発明は、上記した事情のもとで考え出されたものであって、簡単な仕組みによって
ボールの入った箇所を特定することができ、ひいては入賞の確率を容易に変更することが
できる抽選装置を提供することを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため、本願発明では、次の技術的手段を講じている。
【０００７】
　本願発明によって提供される抽選装置は、ボールが転がるとともに当該ボールを回収す
るための回収孔を有する抽選盤と、この抽選盤にボールを投入するためのボール投入手段
と、上記抽選盤上において鉛直軸周りに回転するとともに、上記ボールを側方から受け入
れて保持可能な複数の凹部を有する回転板と、上記回転板における各凹部の回転位置を検
知する回転位置検知手段と、上記回収孔に上記ボールが落下したことを検知するボール落
下検知手段と、を備え、かつ、上記回収孔は、上記回転板の回転に伴い上記複数の凹部が
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移動する円軌道上の一箇所にあって、上記ボールを保持した凹部が同一箇所にあるときに
当該ボールが落下するように設けられており、上記回収孔に上記ボールが落下したことを
検知した時点で、上記各凹部について検知した回転位置に基づき、当該回収孔と同一箇所
にある凹部を特定する凹部特定手段を備えている、抽選装置であって、所定のゲームの結
果に基づいて、上記複数の凹部のうち、入賞穴とする凹部の数と位置とを決定する入賞穴
決定手段と、決定した入賞穴を光により知らせる入賞穴報知手段とをさらに備えることを
特徴としている。
【０００８】
　好ましい実施の形態としては、上記回転位置検知手段には、上記回転板と一体になって
回転するとともに、上記各凹部に対応した複数の検知部分を有する第１回転子と、上記各
凹部が上記回収孔と重なるごとに上記第１回転子の各検知部分を検知する第１センサと、
上記回転板と一体になって回転するとともに、上記複数の凹部のうちの基準となる１つの
ものに対応した検知部分を有する第２回転子と、上記基準となる凹部が上記回収孔と重な
るごとに上記第２回転子の検知部分を検知する第２センサとが含まれている。
【０００９】
　他の好ましい実施の形態としては、上記回収孔に上記ボールが落下したことを検知した
時、上記回転板が回転停止するように構成されている。
【００１１】
　このような構成では、回収孔にボールが落下したことを検知した時、当該回収孔と同一
箇所にある凹部がボールの入った箇所として認識される。したがって、入賞の確率を変更
するために入賞穴となる凹部の位置などを変えても、全ての凹部につき、簡単な仕組みで
ボールの入った凹部を特定することができ、ひいては入賞穴の数を変えるなどして入賞の
確率を容易に変更することができる。
【００１２】
　本願発明のその他の特徴および利点は、添付図面を参照して以下に行う詳細な説明によ
って、より明らかとなろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本願発明の好ましい実施の形態について、図面を参照して具体的に説明する。図
１～５は、本願発明に係る抽選装置を備えた景品獲得ゲーム機の一実施形態を示している
。
【００１４】
　図１に示されているように、本実施形態の景品獲得ゲーム機は、筐体の本体部１上に透
明筒状の側面パネル２が設けられているとともに、側面パネル２の上側に筐体の天蓋部３
が設けられた構成を有している。本体部１、側面パネル２、および天蓋部３によって囲ま
れた遊技空間には、環状の景品配置エリア４の周囲に複数の景品落下口５が設けられてお
り、この景品配置エリア４から景品落下口５へと景品を移動させるための景品移動手段６
が景品配置エリア４の周囲において景品落下口５のそれぞれに隣接するように設けられて
いる。また、景品配置エリア４の内側となる遊技空間の中央部には、ミニゲームとして抽
選ゲームを行うための抽選装置７や表示部８が設けられており、天蓋部３には、抽選装置
７による抽選ゲームで入賞した場合に多数の景品を払い出すための複数のバケット９が懸
垂状に設けられている。
【００１５】
　本体部１の外周面部には、景品落下口５や景品移動手段６の位置に対応して複数の操作
パネル部１０が等間隔で設けられており、これらの操作パネル部１０と同数の複数人（た
とえば６人）が同時にゲームを行なうことができるようになっている。各操作パネル部１
０には、景品移動手段６を操作したり抽選ゲームで所望とする番号を選択するためのボタ
ン１１やコイン投入口１２が設けられている。操作パネル部１０の下方には、景品落下口
５に落ちた景品を払い出すための景品払出口１３が設けられている。
【００１６】
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　景品配置エリア４には、多数の景品（図示略）が載せられており、この景品配置エリア
４は、常に一定の方向に回転している。景品移動手段６は、景品配置エリア４にある景品
をすくうように取り上げて移動させるクレーン機構６０と、このクレーン機構６０から放
たれた景品が載るととともに、景品落下口５へと景品を落とすように往復動作を行うプッ
シャテーブル６１とを有して構成されている。クレーン機構６０は、ボタン１１の操作に
応じて動作するようになっている。プッシャテーブル６１は、常に往復動作するようにな
っており、このプッシャテーブル６１から落ちた景品がプッシャテーブル６１の先端によ
って景品落下口５に向けて押し出され、さらにその景品が景品落下口５の周辺にたまった
景品を押し出すと、１あるいは２以上の景品が景品落下口５に落ちるようになっている。
景品落下口５に落ちた景品は、筐体内部の案内通路を通って景品払出口１３へと導かれ、
景品払出口１３から景品を取り出すことができる。抽選装置７を用いた抽選ゲームは、た
とえばドットマトリクス表示が可能な表示部８に３つの数字を表示し、当該数字が全て揃
った場合に開始されるようになっている。なお、抽選ゲームは、クレーン機構６０が取り
上げた景品を下方に離すようにボタン１１を操作するごとに行われるようにしてもよい。
【００１７】
　図２および図３によく示されているように、抽選装置７は、ボールＢが転がるとともに
当該ボールＢを回収するための１つの回収孔７０Ａを有する抽選盤７０、この抽選盤７０
にボールＢを投入するためのバネ７１Ａおよびガイドレール７１Ｂなどからなるボール投
入手段、抽選盤７０上において鉛直軸周りに回転するとともに、ボールＢを側方から受け
入れて保持可能な複数の凹部７２Ａを有する回転板７２、回収したボールＢを保持してお
くための回収ボックス７３、入賞穴となる凹部を光により知らせるための複数の発光体（
入賞穴報知手段）７４、および抽選ゲームを制御するためのマイクロコンピュータなどか
らなる制御部７５を有して構成されている。
【００１８】
　抽選盤７０は、ボールＢの転がる盤面が透明で凹曲面状に形成されており、投入された
ボールＢが中心部へと次第に転がるようになっている。回収孔７０Ａは、抽選盤７０の中
心部と外周部との間に形成されている。
【００１９】
　ボール投入手段は、抽選盤７０の下方に設けられたバネ７１Ａを第１および第２回転ピ
ン７１Ｃ，７１Ｄによって圧縮した後、その圧縮状態を解除することでプッシュロッド７
１Ｅを突き上げることにより、ガイドレール７１Ｂ上にボールＢを放り出す。ガイドレー
ル７１Ｂは、抽選盤７０の下方から上方へと延び、さらに抽選盤７０の外周部を概ね１周
するように設けられている。ボールＢは、ガイドレール７１Ｂ上を転がりながら移動し、
最終的には抽選盤７０内に転がり落ちる。
【００２０】
　回転板７２は、抽選盤７０上においてボールＢの中ほどの高さに保たれており、回転用
モータ７２Ｂによって回転させられる。図４によく示されているように、回転板７２の凹
部７２Ａは、一例として番号１～６の目印を付して等間隔に設けられており、抽選盤７０
の中心部へと向かうボールＢがいずれかの凹部７２Ａに嵌るようになっている。回収孔７
０Ａは、回転板７２の回転に伴ってこれらの凹部７２Ａが移動する円軌道Ｃ上に設けられ
ている。凹部７２Ａに保持されたボールＢは、当該凹部７２Ａが回収孔７０Ａと同一箇所
にあるとき、回収孔７０Ａに落下するようになっている。
【００２１】
　図４および図５によく示されているように、回転板７２の軸とその周辺には、各凹部７
２Ａの回転位置を検知するための回転位置検知手段として、第１回転子７６Ａ、第２回転
子７７Ａ、第１センサ７６Ｂ、第２センサ７７Ｂが設けられている。第１回転子７６Ａは
、各凹部７２Ａに対応する検知部分として複数の突出部を略６０度間隔に有し、回転板７
２の軸と一体になって回転する。第２回転子７７Ａは、基準とされた例えば番号１の凹部
７２Ａにのみ対応する検知部分として１つの突出部を有し、上記第１回転子７６Ａとは異
なる高さ位置で回転板７２の軸と一体になって回転する。第１および第２センサ７６Ｂ，
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７７Ｂは、たとえばフォトインタラプタからなり、それぞれ第１および第２回転子７６Ａ
，７７Ａの突出部を検知可能に設置されている。また、回収孔７０Ａの下方両側には、た
とえばフォトインタラプタからなり、ボールＢが落下したことを検知するボール落下検知
センサ７８が設けられている。
【００２２】
　たとえば図４に示されているように、番号１の凹部７２Ａが回収孔７０Ａに一致した状
態では、第１回転子７６Ａの突出部が第１センサ７６Ｂにより検知されるとともに、第２
回転子７７Ａの突出部が第２センサ７７Ｂにより検知される。すなわち、制御部７５は、
第１および第２センサ７６Ｂ，７７Ｂからの検知信号に基づき、番号１の凹部７２Ａが回
収孔７０Ａに一致した状態であると認識する。その後、回転板７２が時計回りに略６０度
回転するごとに、第１回転子７６Ａの突出部が第１センサ７６Ｂにより検知される。これ
により、制御部７５は、番号２～６の凹部７２Ａが順番に回収孔７０Ａに一致した状態で
あると認識する。さらに回転板７２が回転して再び第２回転子７７Ａの突出部が第２セン
サ７７Ｂにより検知されると、番号１の凹部７２Ａが回収孔７０Ａに一致した状態となる
。このようにして制御部７５は、全ての凹部７２Ａの回転位置を把握しているとともに、
回収孔７０Ａと同一箇所にある凹部７２Ａを特定することができる。そして、制御部７５
は、ボール落下検知センサ７８から回収孔７０ＡにボールＢが落下した旨の信号を受ける
と、回転板７２の回転を停止させる。このとき、制御部７５は、回収孔７０Ａと同一位置
にある凹部として、たとえば番号１の凹部７２Ａを特定すると、当該番号１の凹部７２Ａ
にボールＢが保持されていたものと判断する。
【００２３】
　図２に示されているように、複数の発光体７４は、たとえばカラーＬＥＤからなり、抽
選盤７０の裏面側に配置されている。これらの発光体７４は、回転板７２が回転停止した
状態のときに各凹部７２Ａと対応する位置に固定されており、これらの凹部７２Ａのうち
のどれが入賞穴であるかを発光することによって遊技者に知らせる。
【００２４】
　制御部７５は、表示部８に表示された３つの数字が揃うことで抽選ゲームを開始し、複
数の凹部７２Ａのうちのどれを入賞穴とするかを所定のプログラムに基づいて決定する。
入賞穴の数は、揃った数字の大きさなどに応じて異なり、１つだけの場合もあれば２つ以
上の場合もある。すなわち、入賞の確率は、変動するようになっており、入賞穴は、番号
１～６の凹部７２Ａのうちのどれでもなりうるようになっている。たとえば番号１と番号
３の凹部７２Ａが入賞穴に決まると、制御部７５は、回転板７２が回転停止中の状態にお
いて、当該番号１と番号３の凹部７２Ａに対応する位置にある発光体７４を点灯させる。
【００２５】
　次に、上記抽選装置７の動作について説明する。
【００２６】
　たとえば番号１の凹部７２Ａを入賞穴として抽選ゲームが開始されると、抽選盤７０に
１つのボールＢが投入され、このボールＢがしばらくすると、回転中の回転板７２におけ
るいずれかの凹部７２Ａに保持される。なお、抽選盤７０には、２以上のボールを投入す
るようにしてもよい。そうした場合、入賞の確率を高めることができる。
【００２７】
　回転板７２は、凹部７２ＡにボールＢを保持した状態で回転させられるが、ボールＢを
保持した凹部７２Ａが回収孔７０Ａの位置にくると、当該ボールＢが凹部７２Ａの真下に
ある回収孔７０Ａに落下する。ボールＢの落下がボール落下検知センサ７８により検知さ
れると、回転板７２が回転を停止する。
【００２８】
　このとき、制御部７５は、第１および第２センサ７６Ｂ，７７Ｂからの検知信号に基づ
き、回収孔７０Ａと同一位置にある凹部７２Ａの番号を特定する。たとえば回収孔７０Ａ
と同一位置にある凹部７２Ａについて番号１と特定したとき、この凹部７２Ａが入賞穴で
ボールＢが入っていたことになることから、制御部７５は、入賞した状態と判断する。入
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賞すると、制御部７５は、多数の景品が入れられたバケット９を傾動させる。これにより
、バケット９に入れられていた景品が景品落下口５やプッシャテーブル６１に落下するこ
ととなり、多数の景品が払い出される。一方、回収孔７０Ａと同一位置にある凹部７２Ａ
がはずれ穴となる番号２～６であるとき、制御部７５は、はずれの状態と判断して抽選ゲ
ームを終える。このような抽選ゲームは、どの凹部７２ＡについてもボールＢが入る確率
が等しく、入賞穴の数が増えると入賞の確率が上がることになるため、遊技者は、入賞の
可能性が高まることを期待しつつ抽選ゲームを楽しむことができる。
【００２９】
　したがって、本実施形態の抽選装置７によれば、回収孔７０ＡにボールＢが落下したこ
とを検知した時、当該回収孔７０Ａと同一位置にある凹部７２ＡがボールＢの入った箇所
として認識されるように構成されているため、全ての凹部７２Ａにつき、簡単な仕組みで
ボールＢの入った凹部７２Ａを特定することができ、ひいては入賞穴の数を変えるなどし
て入賞の確率を容易に変更することができる。
【００３０】
　なお、本願発明は、上記の実施形態に限定されるものではない。たとえば抽選装置とし
ては、景品獲得ゲーム機だけではなく、メダルゲーム機にも採用することができ、本願の
趣旨を逸脱しない限り種々の設計変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本願発明に係る抽選装置を備えた景品獲得ゲーム機の一実施形態を示す全体斜視
図である。
【図２】図１に示される抽選装置の側面視断面図である。
【図３】図１に示される抽選装置の上面図である。
【図４】図１に示される抽選装置の要部上面図である。
【図５】図１に示される抽選装置の要部側面視断面図である。
【符号の説明】
【００３２】
　７　　　抽選装置
　７０　　抽選盤
　７０Ａ　回収孔
　７１Ａ　バネ（ボール投入手段）
　７１Ｂ　ガイドレール（ボール投入手段）
　７２Ａ　凹部
　７２　　回転板
　７４　　発光体（入賞穴報知手段）
　７５　　制御部（凹部特定手段、入賞穴決定手段）
　７６Ａ　第１回転子（回転位置検知手段）
　７６Ｂ　第１センサ（回転位置検知手段）
　７７Ａ　第２回転子（回転位置検知手段）
　７７Ｂ　第２センサ（回転位置検知手段）
　７８　　ボール落下検知センサ（ボール落下検知手段）
　Ｂ　　　ボール
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